
厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働   

大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たす   
ものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係   
る病棟（療養病床に係るものに限る。）において、指定介護療   

養施設サービス（同号に規定する指定介護療養施設サービスを   
いう。以下同じ。）を行った場合に、当該施設基準に掲げる区   

分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入   
院患者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定   
する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を   

満たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位   

数を算定する。なお、入院患者の数又は医師、看護職員、介護   
職員若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生労働大臣が定め   
る基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところに   
より算定する。  

2（3）及び（4）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満   

厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働   

大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たす   
ものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係   
る病棟（療養病床に係るものに限る。）において、指定介護療   

養施設サービス（同号に規定する指定介護療養施設サービスを   
いう。以下同じ。）を行った場合に、当該施設基準に掲げる区   

分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入   

院患者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定   
する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を   

満たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位   

数を算定する。なお、入院患者の数又は医師、看護職員、介護   
職員若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生労働大臣が定め   
る基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところに   

より算定する。  

2 旦について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさな   
い場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数   
を算定する。  

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘   
束廃止未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から   
減算する。  

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護療養   
型医療施設については、当該施設基準に掲げる区別こ従い、1   

日につき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。  

たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する   
単位数を算定する。  

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘   
束廃止未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から   
減算する。  

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護療養   
型医療施設については、病院療養病床療養環境減算として、1   
日につき25単位を所定単位数から減算する。  

イ 病院療養病床療養環境減算（Ⅰ）  25単位   

甲働 5単位  

5 医師の配置について、医療法施行規則（昭和23年厚生省令第5   
0号）第49条の規定が適用されている病院については、1日につ   

き12単位を所定単位数から減算する。  

6 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関す   
る基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介護療   
養型医療施設については、当該基準に掲げる区分に従い、1日   

につき次に掲げる単位数を所定単位数にカロ算する。  

5 医師の配置について、医療法施行規則（昭和23年厚生省令第5   
0号）第49条の規定が適用されている病院については、1日につ   

き12単位を所定単位数から減算する。  

6 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関す   
る基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介護療   
養型医療施設については、当該基準に掲げる区分に従い、1日   

につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。  

イ 夜間勤務等看護（Ⅰ）  

口 夜間勤務等看護（Ⅱ）  

ハ 夜間勤務等看護（Ⅲ）   

イ 夜間勤務等看護（Ⅰ）  

口 夜間勤務等看護（Ⅱ）  

ハ 夜間勤務等看護（Ⅲ）  
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7 入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に   
6日を限度として所定単位数に代えて1日につき444単位を算定   
する。ただし、外泊の初日及び最終日は、算定できない。  

8（2）及び（4）について、入院患者であって、退院が見込まれる者   

7 入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に   
6日を限度として所定単位数に代えて1日につき444単位を算定   
する。ただし、外泊の初日及び最終日は、算定できない。  

8 必について、入院患者であって、退院が見込まれる者をその   
居宅において試行的に退院させ、指定介護療養型医療施設が居   

宅サービスを提供する場合に1月に6日を限度として所定単位   
数に代えて1［∃につき800単位を算定する。ただし、試行的退院   

に係る初日及び最終日は、算定できない。また、この場合にお   
いて、注7に掲げる単位を算定する場合は、算定しない。   

9 入院患者に対し専門的な診療が必要になった場合であって、   
当該患者に対し他の病院又は診療所において当該診療が行われ   

た場合は、1月に4日を限度として所定単位数に代えて1日に   
つき444単位を算定する。  

10 平成17年9月30日において従来型個室に入院している看であ   

って、平成17年10月1日以後引き続き従来型個室に入院するも   
の（別に厚生労働大臣が定めるものに限る。）に対して、療養   

型介護療養施設サービス費（Ⅰ）、療養型介護療養施設サービス   

貴（Ⅱ）若しくは療養型介護療養施設サービス費（Ⅲ）又は療養型   

経過聖介護療憂施設サ「ビス費を支給する場合は、当分の間、   

それぞれ、療養型介護療養施設サービス貴（Ⅰ）の療養型介護療   

養施設サービス責（ii）、療養型介護療養施設サービス費（Ⅱ）の   

療養型介護療養施設サービス費（ii）若しくは療養型介護療養施   

設サービス費（Ⅲ）の療養型介護療養施設サービス費（ii）又は重   

義聖経過型介護療養施設サービス費（Ⅱ）を算定する。  

をその居宅において試行的に退院させ、指定介護療養型医療施   

設が居宅サービスを提供する場合に1月に6日を限度として所   

定単位数に代えて1日につき800単位を算定する。ただし、試行   

的退院に係る初日及び最終日は、算定できない。また、この場   

合において、注7に掲げる単位を算定する場合は、算定しない  

0  

9 入院患者に対し専門的な診療が必要になった場合であって、   

当該患者に対し他の病院又は診療所において当該診療が行われ   

た場合は、1月に4日を限度として所定単位数に代えて1日に   

つき444単位を算定する。  

10 平成17年9月30日において従来型個室に入院している看であ   

って、平成17年10月1日以後引き続き従来型個室に入院するも   

の（別に厚生労働大臣が定めるものに限る。）に対して、療養   

型介護療養施設サービス費（Ⅰ）、療養型介護療養施設サービス   

糞（Ⅱ）若しくは療養型介護療養施設サービス費（Ⅲ）又は療養型   

経過型介護療養施設サービス費（Ⅰ）若しくは療養型経過型介護  

御する場合は、当分の間、それぞ  

れ、療養型介護療養施設サービス費（Ⅰ）の療養型介護療養施設  

サービス費（ii）、療養型介護療養施設サービス費（Ⅱ）の療養型  

介護療養施設サービス費（ii）若しくは療養型介護療養施設サー  

ビス費（Ⅲ）の療養型介護療養施設サービス費（ji）又は捏憂撃墜  

過型介護療養施設サービス費（Ⅰ）の療養型経過型介護療養施設  

サービス費（ii）若しくは療養型経過型介護療養施設サービス費（   

Ⅱ）の療養型経過型介護療養施設サービス費川とを算定する。  

11次のいずれかに該当する者に対して、療養型介護療養施設サ   

ービス費（Ⅰ）、療養型介護療養施設サービス費（Ⅱ）若しくは療   

養型介護療養施設サービス費（Ⅲ）又は療養型経過型介護療養施   

設サービス費（Ⅰ）若しくは療養型経過型介護療養施設サービス  

11次のいずれかに該当する者に対して、療養型介護療養施設サ   

ービス費（Ⅰ）、療養型介護療養施設サービス費（Ⅱ）若しくは療   

養型介護療養施設サービス費（Ⅲ）又は療革製経過型介護療養施   

設サ「ビス筆を享給する場合は、それぞれ、療養型介護療養施   

設サービス糞（Ⅰ）の療養型介護療養施設サービス費（ii）、療養   

型介護療養施設サービス費（Ⅱ）の療養型介護療養施設サービス   

費（ii）若しくは療養型介護療養施設サービス責（Ⅲ）の療養型介  

責（Ⅱ）を支綺する場合は、それぞれ、療養型介護療養施設サー  

ビス費（Ⅰ）の療養型介護療養施設サービス費（ii）、療養型介護  

療養施設サービス責（Ⅱ）の療養型介護療養施設サービス費（ii）   
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若しくは療養型介護療養施設サービス貴（Ⅲ）の療養型介護療養  

施設サービス費（ii）又は原養聖経過型卿ビス費（  

Ⅰ）の療養型経過型介護療養施設サービス費（ii）若しくは療養型  

護療養施設サービス費（ii）又は療養型経過型介護療養施設サー  

ビス費（Ⅱ）を算定する。  

経過型介護療養施設サービス費（Ⅱ）の療養型経過型介護療養施  

設サービス費（ii）を算定する。  

イ 感染症等により、従来型個室への入院が必要であると医師  

が判断した看であって、従来型個室への入院期間が30日以内  

であるもの  

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に入  

院する者  

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入院患者の心身の状  

況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室へ  

の入院が必要であると医師が判断した看  

過 初期加算  30単位   

注 入院した日から起算して30日以内の期間については、初期加  

算として、1日につき所定単位数を加算する。  

捏 退院時指導等加算  

（－）退院時等指導加算   

イ 感染症等により、従来型個室への入院が必要であると医師  

が判断した看であって、従来型個室への入院期間が30日以内  

であるもの  

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に入  

院する者  

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入院患者の心身の状  

況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室へ  

の入院が必要であると医師が判断した者  

坦 初期加算  30単位   

注 入院した日から起算して30日以内の期間については、初期加  

算として、1日につき所定単位数を加算する。  

旦 

（－）退院時等指導加算  

a 退院前後訪問指導加算  

b 退院時指導加算  

c 退院時情報提供加算  

d 退院前連携加算   

亡）老人訪問看護指示加算  

a 退院前後訪問指導加算   

b 退院時指導加算   

c 退院時情報提供加算   

d 退院前連携加算  

（二）老人訪問看護指示加算  

460単位  

400単位  

500単位  

500単位  

300単位  

460単位  

400単位  

500単位  

500単位  

300単位  

注1（－）のaについては、入院期間が1月を超えると見込まれる  
入院患者の退院に先立って当該入院患者が退院後生活する居  
宅を訪問し、当該入院患者及びその家族等に対して退院後の  

療養上の指導を行った場合に、入院中1回（入院後早期に退  
院前訪問指導の必要があると認められる入院患者にあっては   

、2［司）を限度として算定し、入院患者の退院後30日以内に  
当該入院患者の居宅を訪問し、当該入院患者及びその家族等  
に対して療養上の指導を行った場合に、退院後1回を限度と  

して算定する。  

入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等  
に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得て、当該  

社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったと   

注1（－）のaについては、入院期間が1月を超えると見込まれる  

入院患者の退院に先立って当該入院患者が退院後生活する居  

宅を訪問し、当該入院患者及びその家族等に対して退院後の  

療養上の指導を行った場合に、入院中1回（入院後早期に退  
院前訪問指導の必要があると認められる入院患者にあっては   
、2回）を限度として算定し、入院患者の退院後30日以内に  

当該入院患者の居宅を訪問し、当該入院患者及びその家族等  
に対して療養上の指導を行った場合に、退院後1回を限度と  

して算定する。  

入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等  
に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得て、当該  

社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったと  
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きも、同様に算定する。  
2 卜）のbについては、入院期間が1月を超える入院患者が退   

院し、その居宅において療養を継続する場合において、当該   

入院患者の退院時に、当該入院患者及びその家族等に対して  
、退院後の療養上の指導を行った場合に、入院患者1人につ   

き1回を限度として算定する。  
3（－）のcについては、入院期間が1月を超える入院患者が退   

院し、その居宅において療養を継続する場合において、当該   

入院患者の退院後の主治の医師に対して、当該入院患者の同   
意を得て、当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該   
入院患者の紹介を行った場合に、入院患者1人につき1回に   

限り算定する。  

入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等   

に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得て、当該   

社会福祉施設等に対して当該入院患者の診療状況を示す文書   
を添えて当該入院患者の処遇に必要な情報を提供したときも  
、同様に算定する。  

4（－）のdについては、入院期間が1月を超える入院患者が退   
院し、その居宅において居宅サービスを利用する場合におい   
て、当該入院患者の退院に先立って当該入院患者が利用を希   

望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入院患者の同   
意を得て、当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該   
入院患者に係る居宅サービスに必要な情報を提供し、かつ、   

当該指定居宅介護支援事業者と連携して退院後の居宅サービ   
スの利用に関する調整を行った場合に、入院患者1人につき  

1回を限度として算定する。  

5 亡）については、入院患者の退院時に、指定介護療養型医療   

施設の医師が、診療に基づき、指定訪問看護が必要であると   

認め、当該入院患者の選定する指定訪問看護ステーションに   
対して、当該入院患者の同意を得て、訪問看護指示書を交付   

した場合に、入院患者1人につき1回を限度として算定する  

きも、同様に算定する。  
2（一）のbについては、入院期間が1月を超える入院患者が退   

院し、その居宅において療養を継続する場合において、当該   

入院患者の退院時に、当該入院患者及びその家族等に対して  
、退院後の療養上の指導を行った場合に、入院患者1人につ   

き1回を限度として算定する。  
3 ト）のcについては、入院期間が1月を超える入院患者が退   

院し、その居宅において療養を継続する場合において、当該   

入院患者の退院後の主治の医師に対して、当該入院患者の同   
意を得て、当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該   
入院患者の紹介を行った場合に、入院患者1人につき1回に   

限り算定する。  

入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等   
に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得て、当該   

社会福祉施設等に対して当該入院患者の診療状況を示す文書   
を添えて当該入院患者の処遇に必要な情報を提供したときも  
、同様に算定する。  

4 ト）のdについては、入院期間が1月を超える入院患者が退   
院し、その居宅において居宅サービスを利用する場合におい   
て、当該入院患者の退院に先立って当該入院患者が利用を希   

望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入院患者の同   
意を得て、当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該   

入院患者に係る居宅サービスに必要な情報を提供し、かつ、   

当該指定居宅介護支援事業者と連携して退院後の居宅サービ   
スの利用に関する調整を行った場合に、入院患者1人につき  

1回を限度として算定する。  

5 亡）については、入院患者の退院時に、指定介護療養型医療   

施設の医師が、診療に基づき、指定訪問看護が必要であると   

認め、当該入院患者の選定する指定訪問着謹ステーションに   

対して、当該入院患者の同意を得て、訪問看護指示書を交付   

した場合に、入院患者1人につき1回を限度として算定する  

0  

坦 栄養管理体制加算  
（－）管理栄養士配置加算   

仁）栄養士配置加算  

辺 栄養管理体制加算   

ト）管理栄養士配置加算   

亡）栄養士配置加算  

12単位  

10単位   

12単位  

10単位  
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注1（－）については、次に掲げるいずれの基準にも適合するもの  

として都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設につ  

いて、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。  

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養  

型医療施設であること。  

2 亡）については、次に掲げるいずれの基準にも適合するもの  

として都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設につ  

いて、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合  

において、管理栄養士配置加算を算定している場合は、算定  

しない。  

イ 栄養士を1名以上配置していること。  

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養  

型医療施設であること。  

凰 栄養マネジメント加算  12単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知  

事に届け出た指定介護療養型医療施言引こついて、1日につき所  

定単位数を加算する。  

イ 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。  

口 入院患者の栄養状態を入院時に把握し、医師、管理栄養士  

、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入  

院患者ごとの摂食■喋えん下機能及び食形態にも配慮した栄  

養ケア計画を作成していること。  

ハ 入院患者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っている  

とともに、入院患者の栄養状態を定期的に記録していること   

0  

ニ 入院患者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し  

、必要に応じて当該計画を見直していること。  

ホ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型  

医療施設であること。  

埋 経口移行加算  28単位   

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型  

医療施設において、医師の指示に基づき、医師、管理栄養士  

、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現  

に経管により食事を摂取している入院患者ごとに経口移行計   

注1（－）については、次に掲げるいずれの基準にも適合するもの  

として都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設につ  

いて、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。  

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養  

型医療施設であること。  

2 亡）については、次に掲げるいずれの基準にも適合するもの  

として都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設につ  

いて、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合  

において、管理栄養士配置加算を算定している場合は、算定  

しない。  

イ 栄養士を1名以上配置していること。  

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養  

型医療施設であること。  

旦 栄養マネジメント加算  12単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知  

事に届け出た指定介護療養型医療施設について、1日につき所  

定単位数を加算する。  

イ 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。  

ロ 入院患者の栄養状態を入院時に把握し、医師、管理栄養士  

、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入  

院患者ごとの摂食・構えん下機能及び食形態にも配慮した栄  

養ケア計画を作成していること。  

ハ 入院患者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っている  

とともに、入院患者の栄養状態を定期的に記録していること  

0  

ニ 入院患者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し  

、必要に応じて当該計画を見直していること。  

ホ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型  

医療施設であること。  

凰 経口移行加算  28単位   

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型  

医療施設において、医師の指示に基づき、医師、管理栄養士  

、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現  

に経菅により食事を摂取している入院患者ごとに経口移行計  
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画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指   

示を受けた管理栄養士又は栄養士が、経口による食事の摂取   

を進めるための栄養管理を行った場合には、当該計画が作成   

された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所   

定単位数を加算する。  

2 管理栄養士又は栄養士が行う経口移行計画に基づく経口に   

よる食事の摂取を進めるための栄養管理が、当該計画が作成   

された白から起算して180日を超えた期間に行われた場合であ   

っても、経口による食事の摂取が一部可能な看であって、医   

師の指示に基づき、継続して経口による食事の摂取を進める   

ための栄養管理が必要とされるものに対しては、引き続き当  

画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指   

示を受けた管理栄養士又は栄養士が、経口による食事の摂取   
を進めるための栄養管理を行った場合には、当該計画が作成   
された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所   

定単位数を加算する。  

2 管理栄養士又は栄養士が行う経口移行計画に基づく経口に   

よる食事の摂取を進めるための栄養管理が、当該計画が作成   

された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であ   

っても、経口による食事の摂取が一部可能な看であって、医   

師の指示に基づき、継続して経口による食事の摂取を進める   
ための栄養管理が必要とされるものに対しては、引き続き当  

該加算を算定できるものとする。  

迎 経口維持加算  

（－）経口維持加算（Ⅰ）   

仁）経口維持加算（Ⅱ）  

該加算を算定できるものとする。  

担 経口維持加算   

卜）経口維持加算（Ⅰ）   

亡）経口維持加算（Ⅱ）  

28単位  

5単位  

28単位  

5単位  

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型  

医療施設において、医師の指示に基づき、医師、管理栄養士   

、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、摂  

食機能障害を有し、誤瞭えんが認められる入院患者ごとに入  

院患者の摂食・瞭えん下機能に配慮した経口維持計画を作成  

している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受け  

た管理栄養士又は栄養士が、継続して経口による食事の摂取  

を進めるための特別な管理を行った場合には、次に掲げる区  

分に応じ、当該計画が作成された日から起算して180日以内の  

期間に限り、1日につきそれぞれ所定単位数を加算する。た  

だし、この場合において、経口移行加算を算定している場合  

は、算定しない。また、経口維持加算（Ⅰ）を算定している場  

合は、経口維持加算（Ⅱ）は、算定しない。  

イ 経口維持加算（Ⅰ）経口により食事を摂取する看であっ  

て、著しい摂食機能障害を有し造影撮影又は内視鏡検査に  

より誤噴えんが認められるものを対象としていること。  

ロ 経口維持加算（Ⅱ） 経口により食事を摂取する看であっ  

て、摂食機能障害を有し誤構えんが認められるものを対象  

としていること。   

2 管理栄養士又は栄養士が行う経口維持計画に基づく経口に   

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型  
医療施設において、医師の指示に基づき、医師、管理栄養士   

、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、摂  
食機能障害を有し、誤購えんが認められる入院患者ごとに入  

院患者の摂食・瞭えん下機能に配慮した経口維持計画を作成  
している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受け  

た管理栄養士又は栄養士が、継続して経口による食事の摂取  

を進めるための特別な管理を行った場合には、次に掲げる区  
分に応じ、当該計画が作成された日から起算して180日以内の  

期間に限り、1日につきそれぞれ所定単位数を加算する。た  
だし、この場合において、経口移行加算を算定している場合  

は、算定しない。また、経口維持加算（Ⅰ）を算定している場  

合は、経口維持加算（Ⅱ）は、算定しない。  

イ 経口維持加算（Ⅰ） 経口により食事を摂取する看であっ  

て、著しい摂食機能障害を有し造影撮影又は内視鏡検査に  
より誤瞭えんが認められるものを対象としていること。  

ロ 経口維持加算（Ⅱ） 経口により食事を摂取する者であっ  
て、摂食機能障害を有し誤瞭えんが認められるものを対象  
としていること。   

2 管理栄養士又は栄養士が行う経口維持計画に基づく経口に  
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よる食事の摂取を進めるための特別な管理が当該計画が作成  

された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であ  

っても、摂食機能障害を有し、誤瞭えんが認められる入院患  

者であって、医師の指示に基づき、継続して誤瞭えん防止の  

ための食事の摂取を進めるための特別な管理が必要とされる  

ものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする   

〔〉   

址 療養食加算  23単位  

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知  

事に届け出た指定介護療養型医療施設が、別に厚生労働大臣が  

定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算  

する。ただし、この場合において、経口移行加算又は経口維持  

加算を算定している場合は、算定しない。  

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい  

ること。  

口 入院患者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内  

容の食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する  

指定介護療養型医療施設において行われていること。   

過 在宅復帰支援機能加算  10単位  

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医  

療施設であって、次に掲げる基準のいずれにも適合している場  

合にあっては、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 入院患者の家族との連絡調整を行っていること。  

口 入院患者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対し  

て、入院患者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、退所  

後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。   

過 特定診療費  

入院患者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日  

常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行  

った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得  

た致を算定する。  

口 癖養病床を有する診療所における介護療養施設サービス  

（1）診療所型介護療養施設サービス費（1日につき）   

ト）診療所型介護療養施設サービス費（Ⅰ）   

よる食事の摂取を進めるための特別な管理が当該計画が作成  

された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であ  

っても、摂食機能障害を有し、誤瞭えんが認められる入院患  

者であって、医師の指示に基づき、継続して誤瞭えん防止の  

ための食事の摂取を進めるための特別な管理が必要とされる  

ものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする  

0   

迎 療養食加算  23単位  

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知  

事に届け出た指定介護療養型医療施設が、別に厚生労働大臣が  

定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算  

する。ただし、この場合において、経口移行加算又は経口維持  

加算を算定している場合は、算定しない。  

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい  

ること。  

ロ 入院患者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内  

容の食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する  

指定介護療養型医療施設において行われていること。   

址 在宅復帰支援機能加算  10単位  

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医  

療施設であって、次に掲げる基準のいずれにも適合している場  

合にあっては、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 入院患者の家族との連絡調整を行っていること。  

ロ 入院患者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対し  

て、入院患者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、退所  

後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。   

週 特定診療費  

入院患者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日  

常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行  

った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得  

た額を算定する。  

ロ 療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス  

（1）診療所型介護療養施設サービス費（1日につき）   

（－）診療所型介護療養施設サービス費（Ⅰ）  
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a 診療所型介護療養施設サービス費（i）  

l 要介護1   

ii要介護2   

iii要介護3   

iv 要介護4  

V 要介護5   
b 診療所型介護療養施設サービス費（吊   

l 要介護1   

ii 要介護2  

jii要介護3   

iv 要介護4  

V 要介護5  

仁）診療所型介護療養施設サービス費（Ⅱ）   

a 診療所型介護療養施設サービス費（i）  

1 要介護1   

ii 要介護2   

iii要介護3   

iv 要介護4  

V 要介護5   

b 診療所型介護療養施設サービス費（ii）   

】 要介護1   

ii要介護2   

iii要介護3   

iv 要介護4  

V 要介護5  

a 診療所型介護療養施設サービス費（i）   

l 要介護1   

ii要介護2   

iij 要介護3  

jv 要介護4  

V 要介護5   

b 診療所型介護療養施設サービス費（ii）   

l 要介護1   

ii要介護2   

iii要介護3   

iv 要介護4  

V 要介護5  

（二）診療所型介護療養施設サービス費（Ⅱ）   

a 診療所型介護療養施設サービス糞（i）   

l 要介護1   

ij 要介護2   

1ii要介護3   

iv 要介護4  

V 要介護5   
b 診療所型介護療養施設サービス費（ii）   

l 要介護1   

ii要介護2   

iii要介護3   

iv 要介護4  

V 要介護5  

652単位  

704単位  

756単位  

807単位  

859単位   

763単位  

815単位  

867単位  

918単位  

970単位  

652単位  

704単位  

756単位  

807単位  

859単位   

763単位  

815単位  

867単位  

918単位  

970単位  

562単位  

608単位  

654単位  

700単位  

746単位   

673単位  

719単位  

765単位  

811単位  

857単位  

562単位  

608単位  

654単位  

700単位  

746単位  

673単位  

719単位  

765単位  

811単位  

857単位  

（2）ユニット型診療所型介護療養施設サービス費（1日につき）  （2）ユニット型診療所型介護療養施設サービス糞（1日につき）  

（－）ユニット型診療所型介護療養施設サービス責（Ⅰ）   

a 要介護1   

b 要介護2   

c 要介護3   

d 要介護4   

e 要介護5  
仁）ユニット型診療所型介護療養施設サービス費（Ⅱ）   

a 要介護1   

b 要介護2  

H ユニット型診療所型介護療養施設サービス費（Ⅰ）   

a 要介護1   

b 要介護2   

c 要介護3   

d 要介護4   

e 要介護5  

（コ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費（Ⅱ）   

a 要介護1   

b 要介護2  

766単位  

818単位  

870単位  

921単位  

973単位  

766単位  

818単位  

766単位  

818単位  

870単位  

921単位  

973単位   

766単位  

818単位   
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c 要介護3  870単位  

d 要介護4  921単位  

e 要介護5  973単位  

注1 療養病床を有する診療所である指定介護療養型医療施設の療  
養病床に係る病室であって、別に厚生労働大臣が定める施設基  

準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにお  
ける当該届出に係る病室（療養病床に係るものに限る。）にお  
いて、指定介護療養施設サービスを行った場合に、当該施設基  

準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区  
分に従い、入院患者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定  

単位数を算定する。ただし、入院患者の数が別に厚生労働大臣  

が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めると  
ころにより算定する。   

2（2）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさな  
い場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数  

を算定する。   

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘  
束廃止未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から  
減算する。   

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護療養   
型医療施設については⊥診療所療養病床設備華準減算としエ、   
1日につき60単位を所定単位数から減算する。  

c 要介護3  870単位  

d 要介護4  921単位  

e 要介護5  973単位  

注1 療養病床を有する診療所である指定介護療養型医療施設の療  
養病床に係る病室であって、別に厚生労働大臣が定める施設基  

準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにお  
ける当該届出に係る病室（療養病床に係るものに限る。）にお  
いて、指定介護療養施設サービスを行った場合に、当該施設基  

準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区  
分に従い、入院患者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定  

単位数を算定する。ただし、入院患者の数が別に厚生労働大臣  

が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めると  
ころにより算定する。   

2（2）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさな  
い場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数  

を算定する。   

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘  
束廃止未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から  
減算する。   

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護療養  
型医療施設については、1日につき60単位を所定単位数から減  

算する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準   

○ 病室に隣接する廊下の幅が内法による測定で1．8m（両側に病室  
がある廊下については2．7m）未満であること。  

5 入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に   
6日を限度として所定単位数に代えて1日につき444単位を算定   
する。ただし、外泊の初日及び最終日は、算定できない。  

6 入院患者に対し専門的な診療が必要になった場合であって、   
当該患者に対し他の病院又は診療所において当該診療が行われ   

た場合は、1月に4日を限度として所定単位数に代えて1日に   
つき444単位を算定する。  

7 平成17年9月30日において従来型個室に入院している看であ  

5 入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に   
6日を限度として所定単位数に代えて1日につき444単位を算定   
する。ただし、外泊の初日及び最終日は、算定できない。  

6 入院患者に対し専門的な診療が必要になった場合であって、   
当該患者に対し他の病院又は診療所において当該診療が行われ   

た場合は、1月に4日を限度として所定単位数に代えて1日に   

つき444単位を算定する。  

7 平成17年9月30日において従来型個室に入院している看であ  
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って、平成17年10月1日以後引き続き従来型個室に入院するも  

の（別に厚生労働大臣が定めるものに限る。）に対して、診療  

所型介護療養施設サービス糞（Ⅰ）又は診療所型介護療養施設サ  

ービス費（Ⅱ）を支給する場合は、当分の間、それぞれ、診療所  
型介護療養施設サービス費（Ⅰ）の診療所型介護療養施設サービ  

ス費（ii）又は診療所型介護療養施設サービス貴（Ⅱ）の診療所型  

介護療養施設サービス費（ii）を算定する。  

8 次のいずれかに該当する者に対して、診療所型介護療養施設  

サービス費（Ⅰ）又は診療所型介護療養施設サービス費（Ⅱ）を支  

給する場合は、それぞれ、診療所型介護療養施設サービス費（Ⅰ  

）の診療所型介護療養施設サービス費（ii）又は診療所型介護療養  

施設サービス費（Ⅱ）の診療所型介護療養施設サービス糞（ii）を  

算定する。  

イ 感染症等により、従来型個室への入院が必要であると医師  

が判断した看であって、従来型個室への入院期間が30日以内  

であるもの  

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に入  

院する者  

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入院患者の心身の状  

況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室へ  

の入院が必要であると医師が判断した者  

（3）～（11）（略）  

ハ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サ   

ービス （略）  

って、平成17年10月1日以後引き続き従来型個室に入院するも  
の（別に厚生労働大臣が定めるものに限る。）に対して、診療  
所型介護療養施設サービス費（Ⅰ）又は診療所型介護療養施設サ  

ービス費（Ⅱ）を支給する場合は、当分の間、それぞれ、診療所  
型介護療養施設サービス費（Ⅰ）の診療所型介護療養施設サービ  

ス費（ji）又は診療所型介護療養施設サービス費（Ⅱ）の診療所型  

介護療養施設サービス重用）を算定する。  

8 次のいずれかに該当する者に対して、診療所型介護療養施設  

サービス費（Ⅰ）又は診療所型介護療養施設サービス費（Ⅱ）を支  

給する場合は、それぞれ、診療所型介護療養施設サービス費（Ⅰ  
）の診療所型介護療養施設サービス費（ii）又は診療所型介護療養  

施設サービス費（Ⅱ）の診療所型介護療養施設サービス費川）を  

算定する。  

イ 感染症等により、従来型個室への入院が必要であると医師  

が判断した看であって、従来型個室への入院期間が30日以内  

であるもの  

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に入  

院する者  

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入院患者の心身の状  

況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室へ  

の入院が必要であると医師が判断した者  

（3）～（11）（略）  

ハ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サ   
ービス （略）  
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